
○
改
正
後
の
検
察
庁
法
附
則
第
一
条
に
基
づ
く
検
察
庁
法
（
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
読
替
え

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

読
替
表

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）
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第
二
十
二
条

は
、
年
齢
が
六
十
四
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
（
略
）

第
二
十
二
条

検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

読
替
後

読
替
前


